
信用取引の契約締結前交付書面及び別紙（対面営業（IFA営業を含む））の一部改正について 

2022年 2月 21日 

下線部分変更 

新 旧 

 

 

 

信用取引の契約締結前交付書面 

 

（現行どおり） 

 

信用取引の仕組みについて 

 

〇 制度信用取引 

（現行どおり） 

 

 ・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘

柄（制度信用銘柄）に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付け

であれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として

可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄の

うち、金融商品取引所が決めた銘柄（貸借銘柄）に限られます。（当社では

東京証券取引所上場銘柄を除き、新興市場上場銘柄は制度信用銘柄であっ

ても信用取引は利用できません。） 

 

（現行どおり） 

 

金融商品取引契約に関する租税の概要 

 

～              （現行どおり） 

 

当社の概要 

令和 4 年 4 月 4 日改訂 

 

 

 

信用取引の契約締結前交付書面 

 

（省 略） 

 

信用取引の仕組みについて 

 

〇 制度信用取引 

（省 略） 

 

 ・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘

柄（制度信用銘柄）に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付け

であれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として

可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄の

うち、金融商品取引所が決めた銘柄（貸借銘柄）に限られます。（当社では

東証マザーズ市場上場銘柄及びＪＡＳＤＡＱ市場上場銘柄を除き、新興市

場上場銘柄は制度信用銘柄であっても信用取引は利用できません。） 

 

（省 略） 

 

金融商品取引契約に関する租税の概要 

 
～               （省 略） 

 

当社の概要 

令和 3 年 12 月 6 日改訂 

 

 

 



下線部分変更 

新 旧 

 

 

 

代用有価証券の種類、代用価格等 

 

（現行どおり） 

 

代用有価証券の種類および掛目 

国債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95％以下 

政府保証債・・・・・・・・・・・・・・・・ 90％ 〃 

地方債・社債・・・・・・・・・・・・・・ 85％ 〃 

金融債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85％ 〃 

上場新株予約権付社債・・・・・・・・ 80％ 〃※ 

上場株券・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80％ 〃※ 

公社債投信・・・・・・・・・・・・・・・・ 85％ 〃 

追加型株式投信・・・・・・・・・・・・・ 80％ 〃   （削除） 

単位型株式投信・・・・・・・・・・・・・ 80％ 〃（クローズド期間終了後のもの） 

上場投資信託・上場投資証券・・・ 80％ 〃（ＥＴＦ、不動産投信など） 

    ※東証グロース上場銘柄については掛目を 70％以下とさせていただき

ます。また、他の新興市場上場銘柄は代用することはできません。 

 

 

（現行どおり） 

 

以上 

 

 

 

代用有価証券の種類、代用価格等 

 

（省 略） 

 

代用有価証券の種類および掛目 

国債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95％以下 

政府保証債・・・・・・・・・・・・・・・・ 90％ 〃 

地方債・社債・・・・・・・・・・・・・・ 85％ 〃 

金融債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85％ 〃 

上場新株予約権付社債・・・・・・・・ 80％ 〃※ 

上場株券・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80％ 〃※ 

公社債投信・・・・・・・・・・・・・・・・ 85％ 〃 

追加型株式投信・・・・・・・・・・・・・ 80％ 〃（クローズド期間終了後のもの） 

単位型株式投信・・・・・・・・・・・・・ 80％ 〃（クローズド期間終了後のもの） 

上場投資信託・上場投資証券・・・ 80％ 〃（ＥＴＦ、不動産投信など） 

※東証マザーズ市場及びＪＡＳＤＡＱスタンダード市場上場銘柄につ

いては掛目を 80％以下、ＪＡＳＤＡＱグロース市場上場銘柄につい

ては掛目を 50％以下とさせていただきます。また、他の新興市場上

場銘柄は代用することはできません。 

 

（省 略） 

 

以上 

 

 

 

  

  

別紙 1 別紙 1 



下線部分変更 

新 旧 

 

 

 

 

  信用取引の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

注 1～注 3               （現行どおり） 

 

 

 

        

 

  信用取引の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

注 1～注 3                 （省略） 

 

 

 

（現行どおり） 

      

        （省略） 

 

 

参考 参考 

信用取引口座の設定 

信用取引口座設定約諾書を差し入

れるとともに、その写しの交付を受

けます。 

委託保証金 

 

（省略） 

 

※東証マザーズ市場及びＪＡＳＤＡ

Ｑスタンダード市場上場銘柄に

ついては掛目を 80％以下、ＪＡＳ

ＤＡＱグロース市場上場銘柄に

ついては掛目を 50％以下とさせ

ていただきます。また、他の新興

市場上場銘柄は「代用することは

できません。 

 

（省略） 

 

（省略） （省略） 

信用取引口座の設定 

信用取引口座設定約諾書を差し入

れるとともに、その写しの交付を受

けます。 

委託保証金 

 

（現行どおり） 

 

※東証スタンダード上場銘柄につ

いては掛目を 80％以下、東証グ

ロース上場銘柄については掛目

を 70％以下とさせていただきま

す。また、他の新興市場上場銘柄

は「代用することはできません。 

 

 

 

（現行どおり） 

 

（現行どおり） （現行どおり） 

別紙 2 別紙 2 



下線部分変更 

新 旧 

 

 

 

信用取引口座での留意点 

 

１．建玉限度額 

  （１）お客様一人当たりの総建玉金額上限 

     原則として 5 億円を限度といたします。 

 

  （２）一銘柄建玉金額上限 

原則として買建玉・売建玉それぞれの建玉金額上限を次の通りとい

たします。 

区分 建玉金額上限 

東証プライム、名証プレミア、
札証・福証本則市場上場銘柄 

貸借銘柄 2 億円 

融資銘柄 1 億円 

東証スタンダード上場銘柄 
名証メイン上場銘柄 
上場 ETF・ETN 

3,000 万円 

東証グロース上場銘柄 2,000 万円 

上記銘柄のうち、増担保規制銘柄、貸株注意
喚起銘柄及び貸株停止銘柄又は当社が別途
指定する銘柄 

1,000 万円 

 

監理銘柄につきましては上記基準を建玉金額上限とし、整理銘柄の

新規建玉はお受けできません。また、整理銘柄は代用有価証券とす

ることはできません。 

 

  （３）         （現行どおり） 

 

 

 

信用取引口座での留意点 

 

１．建玉限度額 

  （１）お客様一人当たりの総建玉金額上限額 

     原則として 5 億円を限度といたします。 

 

  （２）一銘柄建玉上限額 

     原則として買建玉・売建玉それぞれ貸借銘柄については 2 億円、融

資銘柄は、1 部上場銘柄については 1 億円、2 部上場銘柄、マザー

ズ市場上場銘柄およびＪＡＳＤＡＱスタンダード上場銘柄、上場Ｅ

ＴＦについては、3,000 万円及びＪＡＳＤＡＱグロース銘柄につい

ては 1,000 万円を建玉上限金額といたします。 

なお、増担保銘柄、貸株注意喚起銘柄及び貸株停止銘柄又は当社が

別途指定する銘柄については、上限金額を 1,000 万円といたしま

す。 

 

 

 

 

 

また、監理銘柄につきましては上記基準を建玉上限金額とし、整理

銘柄の新規建玉はお受けできません。 

 

 

  （３）（１）、（２）に係わらず当社の判断により建玉を制限させていただく

場合があります。 

  

別紙 3 別紙 3 



下線部分変更 

新 旧 

 

２．二階建て 

  代用有価証券と買建玉に同一銘柄が含まれる場合を「二階建て」といいま

す。当社では代用有価証券の銘柄が、現金換算で担保総額の 50％を占める

場合は、取引を制限させていただく場合があります。なお、増担保規制銘

柄、貸株注意喚起銘柄及び貸株停止銘柄又は当社が別途指定する銘柄の場

合、当該銘柄と同じ銘柄の新規買建ては原則できません。（現引きによる「二

階建て」を除きます。） 

以上 

 

 

この改正は、令和 4 年 4 月 4 日から施行する。 

 

 

 

２．二階建て 

  保証金代用有価証券と買建玉に同一銘柄が含まれる場合を「二階建て」と

いいます。当社では「二階建て」となったときは、取引を制限させていただ

く場合があります。なお、増担保銘柄、貸株注意喚起銘柄及び貸株停止銘柄

又は当社が別途指定する銘柄については、原則として二階建てとすること

はできません。（現引きによる「二階建て」を除きます。） 

 

以上 

 


